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工業団地を造成することで、新たな企業進出や事業拡大等が可能になり、将来の安定的な税収確
保や雇用創出、それに伴う定住人口の増加に繋がる。

目標値や目指すべき状態
石塚地区の地権者合意件
数（金抜または金入）

実績値

令和５年度(令和４年度実施事業分)主要事業評価シート

問題点・課
題等:

本市へ新規立地を希望している企業ニーズがある一方で、工業系用途地域の未利用
地が無いため、企業誘致が出来ない状況となっている。

予算額 主要事業とする理由

得られる成果
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石塚地区については、地権者の都合により区域変更が伴ったものの適切に対応することができ、第１
回用地造成事業審査会に必要な同意書等を全て準備することができた。また、中億田地区につい
ては、開発方針を決定し、開発に資する条例を制定することができた。

①市の関与の妥当性

③休廃止の影響

④上位施策への貢献 ⑦コスト削減
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拡充推進

石塚地区については、工業団地の早期事業化に向け、全ての地権者から金入同意を得るとともに、
関係機関等の調整を密に行い、第２回用地造成事業審査会の承認を得る必要がある。 事業中
億田地区については、道路等の全体整備計画の作成や地域未来投資促進法に基づく諸手続きを
行っていく。
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②市民ニーズ 高い ⑤成果向上の余地
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全体事業期間: 全体事業費等:
会計 一般会計

事業内容:
工業団地造成の事業化に向け、工業団地基本設計、土地権利調査、土壌試掘調
査、土壌汚染調査を実施する。

予
算
見
積
書
で
活
用本市には工業系用途地域の未利用地が無いため、工業団地を早期に事業化する必要がある。財源内訳

事業概要等

事業概要:
市内の工業用地は既存企業で埋まっており、企業進出や事業拡大には新たな工業用
地が必要になるため、工業団地の造成により、企業誘致を推進する。

事業目的:
企業誘致により、安定的な税収確保や雇用創出、それに伴う定住人口の増加を図るた
め、工業団地造成事業を推進する。
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B
石塚地区については、企業庁が実施する第1回用地造成事業審査会に必要な資料等を準備し、
審査の結果、石塚地区を開発検討地区に位置付けることができた。今後は、第2回用地造成事業
審査会に向け、審査要件を満たすための準備を関係機関と協議しながら円滑に行う必要がある。中
億田地区については、工場立地に必要となる道路等の基盤整備を市が行うことを決定し、民間主
導の開発を可能とする開発条例のほか、工場立地に係る敷地面積を有効に活用できる緑地緩和
条例を制定した。
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